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第２条　（事務所）

第３条　（目的）

第４条　（会員）
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第８条　（名誉会長・顧問・参与）

第９条　（会長・副会長）
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第１０条　（理事）

(1)

(2)
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第１１条　（理事長・副理事長）

第１２条　（理事会・委員会）

(1)

(2)

第１３条　（会議）

(1)

(2)
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(4)

第１４条　（経理）

(1)

(2)

(3)

第１５条　（年度，会計）

第１６条　（附則）

理事は，理事会を会長・副会長と共に組織し，本会の会務を企画・実行する。

ただし，規約の改正等重要な事項は総会の議決を経なければならない。

理事会は，理事長が招集し，会長，副会長を含め理事の過半数の出席で成立し，同じく過半数で決議する。

本会の経理は，入会金，会費，補助金，寄付金及び入場料収入等をもって支弁する。

定例総会及び臨時総会は，過半数の役員及び会員の出席（委任状含む）で成立し，議事は出席者の過半数で決議する。

理事長は，理事会を統率し，これを代表する。理事長事故ある時は，副理事長がその職務を代行する。

役員の任期は２カ年とし，定期総会において選出する。ただし，再任を妨げない。

役員に，以下に該当する場合は，総会で出席者の２／３の承認を経て会長がこれを解任することが出来る。

本会に，次の役員を置く。

会長　１名 副会長　若干名

理事　若干名 監事　２名

岐阜県ラグビーフットボール協会　会則

本会の会員は，日本ラグビーフットボール協会本則に基づき，理事会が承認したラグビーフットボール競技を行う団体又は個人
とする。

本会は，第３条の目的達成のために次の事業を行う。

５，競技会場の斡旋及び資材の入手斡旋

６，ラグビーフットボールに関する調査，研究及び情報の収集

本会の事務所は，〒501-6011　羽島郡岐南町八剣北４丁目１１０奥田ビル８Fに置く。

１，競技規則の普及徹底並びに競技及びその技術指導

２，競技会の開催並びに監督，指導

３，ラグビーフットボールの普及に関する事業

本会は，岐阜県ラグビーフットボール協会と称する。（昭和２２年９月８日設立）

本会は，岐阜県におけるラグビーフットボール競技の健全な発達，及びその普及を図ることを目的とする。

尚，本会の目的，事業に賛同する団体及び個人を，理事会の承認を経て賛助会員とすることができる。

会長が認めるときは臨時総会を開催することができる。

会長事故ある時は，副会長がその職務を代行し，会長・副会長事故ある時は，理事長がこれを代行する。

各種の委員会の構成は，理事が委員長を担うが，理事以外より委員を招集することができる。

４，レフェリーの養成指導及び派遣

心身の障害等のため職務の執行に耐えないと認められたとき。

７，資料，記録の収録及びその保管

８，競技者の保護救護，互助，その他体育医事に関する事項

９，その他，本会の目的を達成するに必要な事項

理事に欠員が生じ理事長が補充を必要と認めた場合は，理事会の推薦により会長の承認を得て選任する。ただし，残存期間とす
る。

本会は，必要に応じて名誉会長，顧問，参与を置くことができる。この場合は，理事会で選出し，定期総会で承認を得るものと
する。

会長は，会務を総括し，本会を代表する。

理事は，互選により理事長・副理事長，書記長及び会計を定める。

総会は，役員及び会員（団体は代表者）で組織し，毎年１回４月又は５月に定例総会を開催する。

理事会は，会務を円滑に企画・実行するために，各種委員会を構成することができる。

職務上の義務違反その他役員たるに相応しくない行為があると認められたとき。

役員以外の会員については，理事会の２／３の決議で，これに準じ解任することが出来る。

この規定は、平成２８年　５月２１日より施行する。

この規定は、平成２７年　４月２６日より施行する。

この規定は、平成１３年　８月１１日より施行する。

この規定は、平成２０年　４月２０日より施行する。

会費は，別にこれを定めるものとする。

本会の事業年度及び会計年度は，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。

会計規定準則は，別にこれを定めるものとする。

本会の規約の改定並びに細則は，これを理事会で定め，総会の承認を経るものとする。

この規定は、平成２８年　４月２４日より施行する。



第１条　(会員）

(1)

(2)

第２条　（役員選出）

(1)

(2)

(3)

第３条　（入会金・会費）

団体会費

小学校 １０，０００円

スクール １０，０００円

中学校 １０，０００円

高等学校 ２０，０００円

高等専門学校 ２４，０００円

大学 ２４，０００円

社会人 ４０，０００円

大学同好会 ３６，０００円

大学ＯＢ ３６，０００円

高校ＯＢ ３６，０００円

一般クラブ ３６，０００円

ジュニアクラブ ２０，０００円

女子 ３６，０００円

個人登録料

各     ５００円

ハンドブック作成費

各

日本ラグビーフットボール協会傷害見舞金

第４条　（競技）

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

第５条　　（関係団体）

(1)

(2)

第６条　　（激励金）国際大会等

第7条　　（その他）

尚，関西ラグビーフットボール協会登録関係費については，関西協会細則に基づき，別途請求。

競技規則は，日本ラグビーフットボール協会で制定したものによる。

本会の競技は，すべて協会が主催若しくは監督する。

会員は，競技の予定日時及び場所を本会に通知する。

会長，副会長の選出は理事会で推薦し，総会で承認を得るものとする。

本会の会員となろうとする者は，団体名，住所又は事務所所在地，代表者の住所，氏名を明記し，その構成員の氏名とともに本
会へ書面で申し込むものとする。これを理事会で審査し承認を得るものとする。

理事長の選出については，理事会において無記名投票し，総会にて承認を得るものとする。

その他の役員については，同じく理事長が任命し，総会の承認を得るものとする。

会員の年度会費は，団体と個人とからなり，以下とする。尚，会費の納入期限は毎年５月末日とする。

その他細則の変更・改正は理事会にて発議し，総会の承認を得るものとする。

日本代表選出時、成年１０万円、少年（高校）５万円。（１回のみ）

その他、国内より上位の大会に出場した場合は、基本５万円。その都度、理事会にて審議。

県内の市町村を単位とするラグビーフットボール協会に関し，適正に協力・支援する。

市町村協会の会員は原則本会の会員となるよう努力する。

オリンピック、ワールドカップ（４年に一度）出場（登録）選出一人に２０万円。

競技規則第10条に基づきレフェリーからの報告を受けたときには，規律委員会を開催し，その決議によって競技者・団体に警告
を発するか，出場停止若しくは除名するとともに，関西協会へ報告する。

会員は，本会が認めた場合を除き，会員以外の団体と競技することはできない。また，会員は本会より退会又は忌避された団体
との試合することは出来ない。

レフェリー・タッチジャッジは当事者間で決定し本会に通知することを原則とするが，大会等，本会に委任されたときはレフェ
リー委員会がこれを推薦する。

個人登録料 （１５歳以下の個人は免除）

大会においては，チーム代表者を招集してスケジュールを調整する。

　各　　５００円

尚，退会を申し出る場合も理事会に通知し，承認を得るものとする。

（代表者，監督，コーチ，選手，主務，ＭＳ，トレーナー，ドクター）

団体カテゴリー 年度会費

岐阜県ラグビーフットボール協会　細則

    ５００円


